
個人情報の記録の項目名

事務の開始・

変更年月日

フ ァ イ ル

個 人 情 報

根拠法令等

名 称

目的(範囲)

個人情報ファイル簿

個人情報を取り扱う権

限を有する組織の名称

登録年月日

登 録 番 号

１８歳に達する日以後、最初の３月３１日（１８歳の年度末）までにある児童を監護している母、

前記同条件の児童を監護し、かつ、生計を同じくする父又は父母にかわって養育している方　児童

扶養手当に関する窓口業務については本課及び藤代総合窓口を主として担うものとする。

■氏名

■性別

■生年月日

■年齢

■国籍・本籍

■住所

■電話番号

□電子メールアドレス

□ＦＡＸ番号

□印影

■口座情報

□趣味

■家族状況

■親族関係

■婚姻歴

■住居状況

■職業・職歴

■学業・学歴

□資格

□賞罰

□成績・評価

□職業上の地位

■財産・収入状況

□納税状況

■公的扶助

□取引状況

□負債状況

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□旅券番号

■基礎年金番号

□運転免許証番号

□住民票コード

■個人番号

□国民健康保険被保険者証記号及び番号

□後期高齢者医療制度被保険者証番号

□介護保険被保険者証番号

□

□

□

□

□

□

□人種

□信条（思想，宗教含む）

□社会的身分（固着のものに限る）

■病歴

□犯罪の経歴

□犯罪により害を被った事実

■障害

□医師等による健康診断等の結果

□上記の結果による指導・診療・調剤

□刑事事件に関する手続

□少年の保護事件に関する手続

基本的事項 心身及び家庭生活 社会生活及び資産収入

その他 個人識別符号 要配慮個人情報

児童扶養手当事務

児童扶養手当の支給にかかわる処分について、受給資格者に対して、受給資格の有無及び手当の額

の決定のために、官公署、日本年金機構、その他関係人に質問させること、報告を求めること。

こども部

こども政策課

こども政策係3

昭和36年11月29日 開始



個人情報の

収集方法等
個人情報の

目的外利用
の有無

記録情報の
経常的提供
先

記録の形態

イルの種別

個人情報ファ

個人情報の

要配慮個人情報
が含まれるとき
は、その旨

（名 称）開示請求等を受
理する組織の名
称及び所在地 （所在地）

□ 法第６０条第２項第１号
（電算処理ファイル）

政令第２１条第７項に該当するファイル
□ 有 □ 無

□ 法第６０条第２項第２号
（マニュアル処理ファイル）

含む

取手市長

茨城県取手市寺田５１３９番地

■公文書

□図画

■電磁的記録

（フロッピーディスク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

■本人からの収集

■本人以外からの収集（条例第６条第３項第２号に該当　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・収集先（取手市住民税課税台帳、子育て支援課家庭児童相談室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・収集方法（取手市住民税課税台帳オンライン、書面　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・根拠法令等（児童扶養手当法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

■本人以外からの収集（条例第６条第３項第２号に該当　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・収集先（各市町村課税担当課　各市町村住民記録担当課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・収集方法（団体統合宛名システム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・根拠法令等（行政手続きにおける特定個人を識別するための番号の利用等に関する法律　　　　　　　　　）

□無

■有（条例第１１条第２項第４号に該当　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・利用先（子育て支援課（家庭児童相談室、要保護児童対策地域協議会、保育係）　　　　　　　　　　　　）

・根拠法令等（児童虐待防止第１３条の３、児童福祉法第２５条の３　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・利用先における用途（ケース児童、要保護対策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・利用する情報（基本的事項に関する状況、家庭状況、婚姻歴、財産・収入状況・児童扶養手当受給状況　　）

・時期，頻度（随時　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□無

■有（条例第１１条第２項第２号に該当　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・提供先（官公署　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・根拠法令等（児童扶養手当法第３０条　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・提供先における用途（不正受給調査等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・提供する情報（基本的事項に関する状況、児童扶養手当受給状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・時期，頻度（随時　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

〒302-8585

レ



行政機関等匿名加工情報の提案の募集

個人情報の保管場所及び保護
措置

をする個人情報ファイルである旨

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工情報に関
する提案をすることができる期間

記録情報に条例要配慮個人情報
が含まれているときはその旨

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

電磁的記録については、セキュリティロックにて入退室管理を行っている部屋に設置した

サーバー内に保管している。サーバーへのアクセスにはＩＤ／パスワードによる認証が必

要である。文書については、執務室内に置かれたキャビネットに施錠管理して保管してい

る。

非該当

（実施なし）

（実施なし）

（実施なし）

（実施なし）

含まない



個人情報の目的外利用

（条例第１１条第２項第４号に該当　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・利用先（保健センター　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・根拠法令等（児童虐待防止法第１３条の３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・利用先における用途（家庭状況把握

・利用する情報（基本的事項に関する状況、家庭状況、婚姻歴、児童扶養手当受給状況　　　　　　　　　　　　　　　　）

・時期，頻度（随時　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（条例第１１条第２項第４号に該当　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・利用先（子育て支援課（児童福祉係）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・根拠法令等（令和２年度取手市ひとり親世帯応援臨時給付金実施要綱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・利用先における用途（ひとり親世帯応援臨時給付金支給事務

・利用する情報（氏名、住所、電話番号、口座情報　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・時期，頻度（令和２年７月２０日から令和３年３月３１日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（条例第１１条第２項第４号に該当　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・利用先（子育て支援課（児童福祉係）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・根拠法令等（低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）支給要領、取手市低所得の

　子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）実施要綱　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・利用先における用途（低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）支給事務

・利用する情報（氏名、住所、電話番号、口座情報　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・時期，頻度（令和３年４月２６日から令和４年３月３１日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（条例第１１条第２項第４号に該当　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・利用先（国保年金課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・根拠法令等（取手市医療福祉費支給に関する情報　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・利用先における用途（母子・父子家庭の医療福祉制度の審査で活用するため

・利用する情報（母子・父子家庭児童扶養手当の支給に関する情報（支給申請の有無、支給決定の可否、世帯状況の確認））

・時期，頻度（不定期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）



空　　欄


